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文
部
科
学
省
組
織
令
（
抄
）

平
成
十
二
年
六
月
七
日

政
令
第
二
百
五
十
一
号

（
設
置
）

第
八
十
五
条

法
律
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
審
議
会
等
の
ほ
か
、
本
省
に
、
次
の
審
議
会
等
を
置
く
。

中
央
教
育
審
議
会

教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会

大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会

（
中
央
教
育
審
議
会
）

第
八
十
六
条

中
央
教
育
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

文
部
科
学
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

イ

教
育
の
振
興
及
び
生
涯
学
習
の
推
進
を
中
核
と
し
た
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
の
育
成
に
関
す
る
重

要
事
項
（
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
関
す
る
重
要
事
項



- 2 -

二

前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
重
要
事
項
に
関
し
、
文
部
科
学
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

三

文
部
科
学
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
生
涯
学
習
に
係
る
機
会
の
整
備
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

四

前
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
文
部
科
学
大
臣
又
は
関
係
行
政
機
関
の
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

五

生
涯
学
習
の
振
興
の
た
め
の
施
策
の
推
進
体
制
等
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
一
号
）
、
理
科
教

育
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
九
条
第
一
項
、
産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

二
十
八
号
）
、
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
、
学
校
教
育
法
、
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
三
十
一
条
第
三
項
及
び
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
法
（
昭

和
六
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ

と
。

六

理
科
教
育
振
興
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
三
百
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び
産
業
教
育
振
興
法
施
行
令
（

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
中
央
教
育
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
中
央
教
育
審
議
会
令
（
平
成
十
二
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年
政
令
第
二
百
八
十
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。




